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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナ

ウイルス感染症患者の退院及び就業制限の取扱いについて（一部改正） 

 

 

今般、感染症法における新型コロナウイルス感染症患者及び無症状病原体保

有者の退院等の取扱いの一部を改正し、６月２５日より適用する旨、厚生労働省

より各都道府県衛生主管部（局）あて別添の通知がなされ、本会に対しても福岡

県保健医療介護部を通じて周知依頼がありました。 

本改正による退院基準は別紙のとおりであり、これに伴い、宿泊療養及び自宅

療養の解除の考え方についても改正され、事務連絡がなされておりますので併

せてお送りいたします。 

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知いただき、貴会会員

への周知方よろしくお願いいたします。 
















